
 

一般介護予防事業転倒骨折予防教室業務委託仕様書 

 
１．業務名 

一般介護予防事業転倒骨折予防教室業務 

 

２．目的 

介護保険法（平成９年法律第１２３号）による地域支援事業の一般介護予防事業

として、介護予防を目的とする。高齢者は転倒により骨折につながる確率が高いた

め、専門職による転倒骨折予防運動を提供することで要支援、要介護状態になるこ

とを予防する。また、自宅でも継続して運動ができるように知識の普及、啓発を行

う。 

 

３．対象者 

香芝市に住所を有する６５歳以上の者 

 

４．履行場所 

香芝市総合福祉センター内 

 

５．業務内容 

⑴ 会場準備 

⑵ 受付 

⑶ 運動指導 

対象者が自宅で実践可能な１回４５分程度の転倒骨折予防のための運動を実施 

もっとゆっくりコース：プレフレイル者、運動初心者も実施できる運動 

ゆっくりコース：後期高齢者を想定した、椅子に座って行う運動 

しっかりコース：前期高齢者を想定した、立って行う運動 

⑷ 会場の後片付け 

⑸ 評価、報告等 

 

６．実施時間 

８時４０分から１４時４０分まで 

ただし、３部の入れ替え制とし、以下の時間で実施 

１部：９時３０分から１０時１５分まで（受付時間９時２０分から） 

２部：１０時４０分から１１時２５分まで（受付時間１０時３０分から） 

３部：１３時１５分から１４時まで(受付時間１３時５分から) 

 

７．実施日 

令和８年６月３日から令和９年３月２４日まで、全４０日 

実施日は別紙１のとおりとする。気象警報発令や感染症の拡大を防ぐ等の理由で開

催できない場合、振替日は設定しない。 

 

８．定員 

１部、２部ともに各３３名、３部は２０名（教室参加者の決定は、発注者が行う。） 

 



   

 

９．従事者 

以下の職種から各１名以上の従事者を確保して実施する。 

⑴ 運動指導を行うスタッフとして、リハビリテーションに関する専門的知見を有

する者（理学療法士、作業療法士又は健康運動指導士等） 

⑵ 参加者に異変が生じた場合に処置を施し医療機関との連携をとるなど、健康管

理を行う者（保健師又は看護師） 

⑶ １部、２部において、運動指導を行うスタッフと連携をとりながらプログラム

の補助を行う者（補助員） 

 

１０．記録の作成、報告 

以下の記録を作成し報告を行うこと。 

⑴ 実施計画書 

⑵ 実施報告書（事業開催日報告、出席者名簿、実施期間まとめ報告すること。） 

⑶ 評価 

基本チェックリストの集計（発注者指定の様式へ入力すること。） 

出席状況（個人参加率、全体参加率） 

教室参加前後評価等 

⑷ 安全管理マニュアル 

⑸ 事故報告書（事故発生後提出すること。） 

⑹ その他、評価表等、発注者が運営上必要とする書類 

 

１１．業務委託料 

業務委託料の支払い方法は原則分割払いとし、月初めに提出される事業実施状況

報告書に基づいて月ごとの教室実施回数に単価を乗じて得た額を支払う。ただし、

受託者が希望する場合は、年度実績での一括払い又は事業実施期間ごとに支払うこ

とができることとする。 

 

１２．リスク管理、損害賠償について 

受注者は参加者の事故に対応するため、傷害保険に加入しておくこと。 

受注者の故意又は重大な過失により、参加者に損害を与え発注者の発注者が賠償

の責を負った場合、発注者は賠償の上で、受注者に対し、求償権を行使する。また、

受注者が、故意又は過失により発注者に損害を与えた場合は、受注者がその賠償の

責を負う。 

  

１３．業務を実施するに当たっての留意事項 

⑴ 個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律

第５７号）、香芝市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年条例第２

３号）その他法令に定めるもののほか、香芝市の個人情報取扱特記事項を守ら

なければならない。 

⑵ 下記の①～④についても業務内容に含む。 

① 香芝市介護福祉課、国保医療課、健康衛生課との連携 

② 香芝市の各地域包括支援センターとの連携 

③ 事業見学者の対応 



   

④ 利用者の要望及び苦情への対応、回答、問題点の改善 

⑶ 本仕様に定めのない事項については、その都度発注者及び受注者が協議の上、

決定するものとする。 


